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（海外特別研究員事業）

平成　　年　　月　　日

独立行政法人 日本学術振興会 理事長　殿
採 用 年 度　
受 付 番 号　
氏       名　

誓　約　書

私は，独立行政法人日本学術振興会海外特別研究員（以下，海外特別研究員という。）の採用を受けるにあたり，海外特別研究員の申請書に虚偽がないこと，及び「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引　Ⅰ．採用条件・採用期間中の遵守事項等　３．海外特別研究員の遵守事項」に定める事項を遵守することを誓います。

なお，独立行政法人日本学術振興会（以下，本会という。）が申請書に虚偽があったと判断，または上述の事項を遵守しなかったと判断した場合，海外特別研究員の採用取消し，経費の支給停止（航空賃の支給停止を含む）を受け，本会より請求がなされた場合には，遵守しなかった時点からの支給経費を返還することに異存ありません。採用終了後においても，海外特別研究員の現況調査等に協力します。
また、研究倫理教育教材を履修等したことに相違ありません。
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(◯,印)


（氏名は必ず自署すること。）

（留意事項）

・本会は本誓約書を提出しない者を海外特別研究員として採用しません。

・海外特別研究員が誓約書に反したと本会が判断した場合は，当該海外特別研究員の実名等を公表することがあります。

・「日本学術振興会 海外特別研究員 遵守事項及び諸手続の手引」の内容は，事前の通知無く更新されることがありますので，ホームページ等で随時確認してください。遵守事項等を変更した際は，所定の方法（ホームページでの公開もしくは連絡先住所への文書送付）により，その内容を通知します。通知を受けてから１ヶ月以内に異議の申し出が無い場合には，内容を承認したものとみなします。（参照ＵＲＬ　http://www.jsps.go.jp/j-ab/ data/ab_tebiki/tebiki.pdf）
（注）
・氏名欄には必ず自署し，押印してください。やむを得ず押印できない場合には押印の省略を認めますが，ワープロ等による記入は認められません。
・本誓約書は，必ず原本を提出してください。

・研究倫理教育教材の履修等については裏面を参照してください。
＜研究倫理教育教材の履修等について＞

○研究倫理教育教材の履修等は、以下のとおりです。

　１．次のいずれかの研究倫理に関する教材を通読･履修すること

・「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」

日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会編の通読

※本会HP掲載のテキスト版の通読も含みます。

テキスト版（URL）：　http://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html
・CITI Japan e－ラーニングプログラム等の履修

２．「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２６日：文部科学大臣決定）を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の履修をすること
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